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令和７年荒川区教育委員会第６回定例会 

 

 

 １ 日  時      令和７年３月２８日   午後１６時００分 

 

 ２ 場  所      特別会議室 

 

 ３ 出席委員    教   育   長           高 梨 博 和 

教育長職務代理者           小 林 敦 子 

委      員           繁 田 雅 弘 

委      員           長 島 啓 記 

委      員           坂 田 一 郎 

 

 ４ 出席職員    教 育 部 長           三 枝 直 樹 

        教 育 総 務 課 長           山 形   実 

           教 育 施 設 課 長           田 中 欣 也 

           教育施設計画担当課長           井 上 千 恵 

           学 務 課 長           渡 辺 裕 登 

           指 導 室 長           下 条 知 淑 

           教育センター所長           杉 山   茂 

           スポーツ振興課長           野 口 正 紀 

           書      記           原 田 正 伸 

           書      記           大 西 寛 和 

           書      記           齋 藤 一 幸 

           書      記           吉 田 夏 彦 

           書      記           宮 島 弘 江 
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（１）審議事項 

   議案第１３号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

   議案第１４号 荒川区教育委員会事務局の人事について 

   議案第１５号 指導主事の任用について 

   議案第１６号 荒川区立学校等の園長、校長及び副校長の任用について 

   議案第１７号 荒川区文化財保護審議会委員の委嘱について 

   議案第１８号 荒川区文化財保護推進員の委嘱について 

（２）その他 
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○教育長 定刻になりましたので、ただいまから荒川区教育委員会令和７年第６回定例会を開催

いたします。 

   初めに、出席者数の御報告を申し上げます。本日、５名全員出席でございます。 

   議事録の署名委員につきましては、小林委員、繁田委員、御両名にお願いしたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

   １月１０日開催の第１回定例会の議事録につきましては、前回の定例会にて配付させてい

ただき、この間、委員の皆様に御確認をお願いしてまいりました。本日、特に御意見等がな

ければ承認とさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 それでは、承認といたします。 

   ただいまから、本日の議事日程に従いまして議事を進行させていただきます。 

   本日は、審議事項が６件となってございます。 

   初めに、議案第１３号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則」を議題といたします。教育総務課長、説明をお願いします。 

○教育総務課長 ３ページを御覧いただければと思います。議案第１３号、幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則でございます。 

   提案理由でございます。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の改正に

伴いまして、子の看護のための休暇を子の看護等のための休暇に改めるほか、規程を整備す

るためでございます。 

   経緯を御覧いただければと思います。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例等の一部改正につきましては、令和７年１月２９日付で文書付議にて御承認をいただき

ました。その後、令和６年度２月会議、今回の会議で条例が議決をされました。それに伴い

まして、今回の規則改正をするものでございます。 

   ２番を御覧いただければと思います。内容でございます。１２歳に達する日以降の最初の

３月３１日までの間にある子、要するに小学６年生までの、現行の制度ですと、負傷または

疾病にかかった子の世話というところがメインになってございました。下の表のところも御

覧いただければと思います、予防接種、健康診断等と。今回、見直しのところについては、

子の看護等というふうに「等」をつけた形で、子供の行事、入園・入学式、卒園・卒業式、

また学級閉鎖。本人はかかってないのですけれども、学級閉鎖の場合についても対象とする

ものでございます。 

   ３番でございます。３歳に満たない子のある職員については、時間外勤務を免除される制

度がございます。これについても、今回、３歳未満のところが小学の始期、６歳になるまで、
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入学までという形になります。ただ、現行は幼稚園教育職員の時間外勤務はございませんの

で、これについては対象はございません。 

   施行期日につきましては、令和７年４月１日でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、質疑がございましたらお願いいたします。 

   坂田委員。 

○坂田委員 現代の社会の変化の中で、このような環境整備というのは必然のことかと思います

ので、この機会に早急に整備されることに賛成です。 

○教育長 そのほか御質疑はございますでしょうか。 

   よろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 ないようであれば、質疑を終了いたします。 

   議案第１３号につきまして、御意見はございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 討論を終了いたします。 

   議案第１３号につきまして、原案のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 異議ないものと認めます。議案第１３号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例施行規則の一部を改正する規則」は、原案のとおり決定されました。 

   続きまして、議案第１４号「荒川区教育委員会事務局の人事について」を議題といたしま

す。これも山形教育総務課長から説明をお願いします。 

○教育総務課長 １５ページを御覧いただければと思います。議案第１４号「荒川区教育委員会

事務局の人事について」でございます。 

   内容のところを御覧いただければと思います。発令月日が４月１日、今回任命される者で

ございます。新任職、教育部長につきましては菊池秀幸、現経理課長（統括課長）でござい

ます。 

   教育総務課長（統括課長）につきましては浦田寛士、現選挙管理委員会事務局の事務局長

でございます。 

   教育施設課長につきましては井上千恵、現教育施設計画担当課長でございます。 

   教育施設計画担当課長には福木妙子、現建築指導担当課長（心得）、今回、昇任でござい

ます。 

   教育センター所長につきましては塩尻浩、現荒川区第四中学校長でございます。 

   下のほうを御覧いただければと思います。職を解く者でございます。教育部長、三枝直樹
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につきましては、４月１日付で環境清掃部長に新任になります。 

   教育総務課長、山形実につきましては、３月３１日付で再任用フルタイムが終了、退職と

なります。 

   教育施設課長、田中欣也につきましては、新職場としましては健康推進課長。 

   教育施設計画担当課長、井上千恵につきましては、先ほどありました教育施設課長。 

   教育センター所長、杉山茂につきましては、４月１日から葛飾区教育委員会事務局の指導

室長となります。 

   関係の条例につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１８条第７項に

基づくものでございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育長 質疑に入る前に、せっかくですので、異動する、もしくは退職する管理職の方たちは

一言ずつ。 

   それでは、三枝教育部長、お願いします。 

○教育部長 このたび、４月１日から環境清掃部長ということで、教育委員会を卒業することに

なりました。教育委員会は、職員で４年、学務課長で４年、教育部長で６年ですので都合１

４年間という期間、教育委員会に携わらせていただきました。教育部長のときは、コロナで

あったり、それから給食費の無償化、あとは来年度に向けては教材費の一部無償化など、い

ろいろなことをやらせていただきまして、私としては貴重な経験をさせていただいたものと

思ってございます。 

   新職場は、環境清掃部というところですので、引き続きよろしくお願いいたします。今ま

で本当にありがとうございました。 

○教育長 では、山形課長。 

○教育総務課長 教育総務課長の山形でございます。この３月末をもちまして区役所を退職とな

ります。先ほどの教育部長と同じように、私も２回目の職場が学務課で５年おりまして、係

長で４年、その後、教育総務課長で７年おりました。四十数年間の大半のところを教育に携

わせていただきまして、ありがとうございました。特に最後はコロナという今までにないよ

うな経験をさせていただいて、その中でも教育委員会事務局の管理職も含めまして一致団結

をして乗り越えさせていただきました。また教育委員の先生方からもいろいろなアドバイス

を頂いたところは非常によい経験になったと思います。 

   まだ地域に、荒川区におりますので、今後とも頑張っていきたいと思っております。今ま

でどうもありがとうございました。 

○教育長 では、田中課長。 
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○教育施設課長 教育施設課長、田中でございます。４月１日から健康推進課長になります。教

育委員会といたしましては計画係長として７年、主に増設を担当しておりました。その後、

一度健康部に行って、また戻ってきまして施設担当課長と、また施設課長とずっと建物に携

わらせていただいたのですが、管理職になって教育委員会に来るようになって先生方から子

供たちへの思いをいろいろ聞かせていただきました。今後も４月１日から子供たちの健康に

対することを中心にやっていきますので、また引き続きよろしくお願いします。どうもあり

がとうございました。 

○教育長 横転ですが、井上課長。 

○教育施設計画担当課長 管理職になって１年目でこの教育委員会に今年度きまして、教育委員

会そのものもよく分からない中で、委員の先生方のいろいろな御意見が本当に参考になった

なと思っております。担当課長としましては、学校の建替えのスタートを目指して１年間検

討してまいりました。引き続き教育施設課長なので、建替えも見つつ、古くなった学校をど

うしていこうというのを考えながらやっていきたいと思います。今後ともよろしくお願いい

たします。 

○教育長 では、杉山所長。 

○教育センター所長 教育センター所長、杉山でございます。荒川区に来ましたのは５年前でご

ざいまして、ちょうどコロナの臨時休業が始まったときに来ました。そのときは何をどうし

ていいか分からなくて、皆さんにいろいろ支えていただきながら仕事を進めたという記憶が

ございます。特に皆様には最後の３年間、教育センター所長としてヤングケアラーの実態調

査など様々、いじめ、不登校でいろいろ御意見をいただきまして大変にありがとうございま

した。新しい職場、葛飾区でしっかり、また新たな立場で頑張っていきたいと思います。今

までどうもありがとうございました。 

○教育長 本件につきましても審議事項でございますので、御質疑、御意見等がございましたら、

お願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 それでは、質疑及び討論を終了いたします。 

   議案第１４号につきまして、原案のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 異議ないものと認めます。議案第１４号「荒川区教育委員会事務局の人事について」

は、原案のとおり決定されました。 

   続きまして、議案第１５号「指導主事の任用について」を議題といたします。下条指導室

長、説明をお願いします。 
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○指導室長 では、１７ページを御覧ください。議案第１５号「指導主事の任用について」御説

明いたします。 

   内容です。令和７年４月１日付、指導主事の任用を行うものでございます。併せて、転出

する指導主事を御報告いたします。 

   １番を御覧ください。指導主事の配置でございます。汐入こども園の主任教諭、井村果奈

枝を幼児教育担当の指導主事として任用をいたします。 

   ２番を御覧ください。統括指導主事、指導主事の転出でございます。今回は幼児教育担当

の指導主事でありました先﨑麻奈が尾久第二幼稚園の主任教諭として転出いたします。 

   そして、参考でございますが、新年度体制として下に一覧とさせていただきましたので、

併せて御覧ください。 

   全体としましては、統括指導主事、原田と大西がそれぞれ入れ替わりということになりま

す。指導主事につきましては井村果奈枝が新しく入るということで、それ以外のところは変

更はございません。 

   御報告は以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育長 それでは、先ほどと同じように一言ずつ。横転ですが、原田さん。 

○統括指導主事 こんにちは。指導室統括指導主事で４年間、また指導主事としても６年間指導

室で計１０年間、荒川区教育委員会で指導主事をやらせていただいております。今まで培っ

たノウハウや経験を教育センターで存分に発揮できればと思いますので、来年もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

○教育長 では、大西さん。 

○統括指導主事 こんにちは、教育センターの大西でございます。私は荒川区に来て４年目にな

ります。最初の２年間は指導室で過ごさせていただいて、その後、九中で１年やらせていた

だいて、またセンターに１年戻ってきて１年で異動ということで、この４年間で３回職場が

変わって、次４回目になります。いろいろなところで経験させていただいたので、それを役

立てて来年また力を発揮できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、御質疑はございますでしょうか。 

   よろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 御意見はございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 討論を終了いたします。 

   議案第１５号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 異議ないものと認めます。議案第１５号「指導主事の任用について」は、原案のとお

り決定されました。 

   引き続き、議案第１６号に移らせていただきます。議案第１６号「荒川区立学校等の園長、

校長及び副校長の任用について」を議題といたします。下条指導室長、説明をお願いします。 

○指導室長 では、１９ページを御覧ください。議案第１６号「荒川区立学校等の園長、校長及

び副校長の任用について」御説明をいたします。 

   内容は、令和７年４月１日付、荒川区立幼稚園長並びに同区立小学校及び中学校の校長及

び副校長の任用を行うものでございます。併せまして、令和６年度末をもって退職する教育

管理職を御報告いたします。 

   御説明の前に、各表右の備考欄について御説明をさせていただきます。転任とは、区内外

から同じ職層にて転任することを指します。昇任とは、区内外の副校長や主任教諭が上位の

職層に昇格して着任することを指します。特例任用とは、６１歳を迎えた年度に引き続き管

理職として勤務する特例制度の該当者でございます。暫定再任用とは、定年が６５歳となる

までの間、引上げ期間中の定年年齢から６５歳年度末までの期間、雇用と年金の連携を図る

ことを目的として、定年退職した職員のうち、希望する者を選考を経て再任用職員、フルタ

イムとして採用することができる制度の該当者でございます。 

   では、１番、幼稚園長を御覧ください。日暮里幼稚園長としまして、現同日暮里幼稚園副

園長の野口真由美が昇任予定でございます。 

   ２番、校長を御覧ください。まず、小学校でございます。第三瑞光小学校には、現赤土小

学校校長の石塚秀行が転任予定でございます。 

   第二峡田小学校校長の川上晋は、６０歳の定年年齢を迎えるため特例任用となり、同校校

長として引き続き勤務予定でございます。 

   第七峡田小学校校長、関川浩は、６０歳の定年年齢を迎えたため、特例任用となりまして、

同校校長として引き続き勤務予定でございます。 

   尾久小学校校長には、現第三瑞光小学校校長の水野美津子が転任予定でございます。 

   尾久西小学校校長の大野良子は、定年を迎えたため、特例任用として同校校長として引き

続き勤務予定でございます。 

   赤土小学校校長には、現三鷹市立北野小学校副校長の大田諭が転任かつ校長昇任にて着任

予定でございます。 

   尾久宮前小学校校長の岩﨑昇は、定年を迎えたため、特例任用として同校校長として引き

続き勤務予定でございます。 
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   第二日暮里小学校校長の池田真由美は、定年年齢を迎えたため、特例任用として同校校長

として引き続き勤務予定でございます。 

   引き続き、転出の校長でございます。現尾久小学校校長の山本洋は、足立区立栗原小学校

の校長として転任予定でございます。 

   次に、中学校の校長について御説明いたします。 

   第一中学校校長には、現第三中学校校長の小柴憲一が暫定再任用校長として転任予定でご

ざいます。 

   第三中学校校長には、現杉並区立高円寺中学校副校長の下斗米八穂が転任かつ校長昇任に

て着任予定でございます。 

   第四中学校校長には、現足立区立東島根中学校副校長の横林泰介が転任かつ校長昇任にて

着任予定でございます。 

   第五中学校校長には、現足立区立第十中学校副校長の市川拓治が転任かつ校長昇任にて着

任予定でございます。 

   尾久八幡中学校校長の稲葉裕之は、暫定再任用校長として同校で引き続き勤務予定でござ

います。 

   諏訪台中学校校長の出井玲子は、暫定再任用校長として同校で引き続き勤務予定でござい

ます。 

   ２０ページを御覧ください。中学校長の退職について御報告いたします。 

   ３月３１日付でございますが、第一中学校校長の岡本芳明は、６５歳の再任用期間満了に

て退職し、４月からは荒川区立教育センター、教育支援ルーム「みらい」の指導員として勤

務予定でございます。 

   第五中学校校長の豊田明は、一度ここで定年退職となりまして、４月からは暫定再任用の

主任教諭として荒川区立尾久小学校で勤務予定でございます。 

   次に、副校長を御報告いたします。第二瑞光小学校副校長には、現江戸川区立西小岩小学

校副校長の阿部慎一が転任予定でございます。 

   汐入小学校副校長には、現足立区立梅島第二小学校副校長の齋藤奈津美が転任予定でござ

います。 

   第六瑞光小学校副校長には、現ひぐらし小学校副校長の井口輝人が転任予定でございます。 

   峡田小学校副校長には、現尾久西小学校副校長の濱田哲が着任予定でございます。 

   第五峡田小学校副校長には、現汐入東小学校主幹教諭の山口貴司が転任かつ副校長昇任に

て着任予定でございます。 

   尾久西小学校副校長には、現台東区立蔵前小学校副校長の栁澤章人が転任予定でございま
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す。 

   尾久宮前小学校副校長には、現峡田小学校副校長の執行和弘が転任予定でございます。 

   第二日暮里小学校副校長には、現北区立滝野川第二小学校主幹教諭の中塩絵美が転任かつ

副校長昇任にて着任予定でございます。 

   第三日暮里小学校副校長には、現汐入小学校副校長の大久保雅人が転任予定でございます。 

   ひぐらし小学校副校長には、現第三日暮里小学校副校長の小玉千春が転任予定でございま

す。 

   副校長の退職予定でございます。現第二瑞光小学校副校長の田中康久は、６５歳、暫定再

任用満了として御退職になられます。 

   そして、第六瑞光小学校副校長の清野一美も、６５歳として暫定再任用満了として御退職

になられます。 

   転出でございます。まず、現第五峡田小学校副校長の堀内大介は、文京区立千駄木小学校

の副校長として転任予定でございます。 

   それから、現大門小学校の主幹教諭である柏崎康徳は、墨田区立言問小学校の副校長とし

て昇任、そして転出予定でございます。 

   現尾久宮前小学校副校長の上野雅弘は、足立区立保木間小学校副校長として転任予定でご

ざいます。 

   現第二日暮里小学校副校長の増戸貴弘は、北区立梅木小学校副校長として転任予定でござ

います。 

   ２１ページを御覧ください。中学校の副校長について御報告いたします。 

   第四中学校副校長には、現杉並区教育委員会統括指導主事の加藤則之が転任で着任予定で

ございます。 

   第七中学校副校長には、現第三中学校主幹教諭の能美真弓が昇任で着任予定でございます。 

   南千住第二中学校副校長には、現港区立白金の丘中学校副校長の熊谷裕樹が転任予定でご

ざいます。 

   原中学校副校長には、現副校長の谷口賢が暫定再任用で引き続き勤務いたします。 

   諏訪台中学校副校長には、現第五中学校主幹教諭の九石有司が昇任、かつ転任で着任予定

でございます。 

   副校長の退職でございます。現南千住第二中学校副校長の伊藤錦之助は、６５歳、暫定再

任用の満了ということで御退職になられます。 

   諏訪台中学校副校長の小澤聖司も６５歳、暫定再任用満了ということで御退職になられま

す。 
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   副校長の転出でございます。現第四中学校副校長の小島徹は、足立区立花保中学校副校長

として転任予定でございます。 

   現第一中学校主幹教諭の五十嵐智は、江戸川区立葛西第三中学校の副校長として転任かつ

昇任で転出予定でございます。 

   そして、第七中学校副校長の榎本卓也は、希望降任という形になりまして、北区立赤羽岩

淵中学校の主幹教諭として転出予定でございます。 

   御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいま説明のありました議案第１６号につきまして、御質疑がございましたらお願

いいたします。 

   長島委員。 

○長島委員 第四中学校ですけれども、校長先生も副校長先生も新しい方ということになります

ね。 

○指導室長 さようでございます。 

○長島委員 そういうケースというのは第四中学校だけですか。 

○指導室長 今回、校長、副校長ともに変わるのは第四中学校のみとなります。こちらにつきま

しては、現在引継ぎをそれぞれしていただているところでございます。また、年度が明けま

してからも、指導室を中心に学校経営の支援に当たっていくということをさせていただきた

いと考えてございます。 

○長島委員 分かりました。 

○教育長 そのほか御質疑ございますでしょうか。 

   よろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

   議案第１６号につきまして、御意見はございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 討論を終了いたします。 

   議案第１６号につきまして、原案のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 異議ないものと認めます。議案第１６号、荒川区立学校等の園長、校長及び副校長の

任用については、原案のとおり決定されました。 

   続きまして、議案第１７号「荒川区文化財保護審議会委員の委嘱について」を議題といた

します。 
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   本来でしたら生涯学習課長が御説明させていただくところですが、本日欠席のため、スポ

ーツ振興課長から説明がございます。野口課長、お願いします。 

○スポーツ振興課長 大変恐縮でございますが、代理で御説明申し上げます。 

   資料につきましては、２３ページを御覧いただければと存じます。荒川区文化財保護審議

会委員でございまして、荒川区文化財保護条例第２６条及び２７条の規定に基づきまして、

文化財に関して広くかつ高い見識を有する方の中から１０人以内で教育委員会が委嘱してい

るものでございます。任期は２年となってございまして、この３月末がちょうど現任期の末

ということになってございます。 

   委嘱につきましては、再任といったものは妨げてございませんで、特段の理由がない場合、

継続の御意思をいただいた場合には継続をいただいているのがこれまでの例でございます。

今回、現委員の方に継続の意思を御確認したところ、いずれも再任くださるということでい

ただいてございますので、全９名の委員につきまして再任とさせていただくものでございま

す。 

   説明は以上でございます。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、御質疑がございましたらお願いいたします。 

   特に御質疑がございませんでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 なければ、質疑を終了いたします。 

   議案第１７号につきまして、御意見はございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 では、私から一言。 

   文化財保護審議会の委員の方々は、本当に高い見識と荒川区の文化財に対して大変深い御

理解をいただいている方たちばかりです。今、御審議いただいている案件は延命院の仏像で

したか。 

○スポーツ振興課長 私が伺っている限りは、２月の教育委員会で文化財の指定についてお諮り

をしたときに、２件継続審議となっている案件がございまして、そうした観点からも委員の

方に継続していただいたほうが好ましいということもあると聞いているところでございます。 

○教育長 あと、八幡堀ですね。 

○スポーツ振興課長 八幡堀、木造七面明神立像が継続審議となっていると聞いています。 

○教育長 ということで、委員の方たちはとても熱心に御調査、御審議いただいている方たちば

かりだという認識がございます。 

   そのほか御意見はございますでしょうか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○教育長 特になければ、討論を終了いたします。 

   議案第１７号につきまして、原案のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 異議ないものと認めます。議案第１７号「荒川区文化財保護審議会委員の委嘱につい

て」は、原案のとおり決定されました。 

   続きまして、議案第１８号「荒川区文化財保護推進員の委嘱について」を議題といたしま

す。これも野口スポーツ振興課長、説明をお願いします。 

○スポーツ振興課長 それでは、引き続き御説明を申し上げます。 

   こちらは荒川区文化財保護推進員の委嘱でございます。こちらも先ほどの同じ条例でござ

いますが、文化財保護条例の第３２条及び同条例の施行規則第２４条の規定によりまして、

非常勤職員として委嘱をしているものでございます。こちらも任期は同様でございまして、

この３月末をもって現任期が切れるという状況でございます。 

   こちらも、再任の取扱いにつきましては、先ほどの保護審議会委員と全く同様でございま

して再任は妨げていないところでございまして、継続していただけるという方については、

これまで継続していただいているところでございます。 

   こちらも、現在の委員の皆様に継続の御意向を確認したところでございますが、現在、全

て１６名の推進員の方がいらっしゃいますけれども、そのうち１３名の方につきまして御継

続いただけるということで確認しているところでございますので、その１３名の方につきま

しては再任とさせていただきたいと考えてございます。 

   また、１６名のうち３名の方、南千住地区の高田委員、それから日暮里地区の吉池委員、

尾久地区の小澤委員からは、今回、再任辞退のお申出をいただきましたので、今回、退任と

させていただいてございます。 

   また、地域活動等の実績や、あとは文化財保護推進員の方からの推薦によりまして、南千

住地区におきまして持木委員、それから荒川・町屋地区におきまして初見委員、日暮里地区

におきまして千葉委員を新たに荒川区文化財保護推進員として委嘱することを御報告するも

のでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、御質疑がございましたらお願いいたします。 

   よろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 ないようであれば、質疑を終了いたします。 

   議案第１８号につきまして、御意見はございますでしょうか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○教育長 では、私からまた一言。 

   今、この文化財保護推進員になっていただいている方、先ほど野口課長からの説明にもあ

りましたように、いずれの方々も地域のことに大変理解があり、地域行事等も中心になって

引っ張っていただいている方たち、あるいはまた伝統技術の技術者である方たちばかりです

し、新たに委員となっていただく方々についても同様に日頃から地域の中で活躍していただ

いている方たちですので、大変すばらしい方、適任の方たちばかりだと思った次第です。 

   それでは、そのほか御意見等がなければ、討論を終了いたします。 

   議案第１８号につきまして、原案のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 異議ないものと認めます。議案第１８号「荒川区文化財保護推進員の委嘱について」

は、原案のとおり決定されました。 

   本日の審議事項及び報告事項は以上となってございます。 

   最後に、その他の案件として、２点ほど委員の皆様にお諮りをさせていただきたいと存じ

ます。 

   １点目につきましては、教育長職務代理者の指名についてです。地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１３条第２項におきまして、教育長に事故があるとき、または教育長が

欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うことと規定されてございます。 

   小林委員の教育長職務代理者としての任期が本年４月１日までとなってございます。４月

２日からは、新たな教育長職務代理者として繁田委員にお願いしたいと考えておりますが、

よろしいでしょうか。 

○繁田委員 はい。 

○教育長 では、繁田委員、よろしくお願いいたします。 

   職務代理者の任期は１年で、令和８年４月１日までとなります。繁田委員、どうぞ職務代

理者としてよろしくお願いいたします。 

   続きまして、２点目は議席の指定についてです。荒川区教育委員会会議規則第５条におき

まして、委員の議席は教育長が定めることと規定されております。新しい議席案を配付しま

すので、御確認ください。 

   ただいま配付させていただきました議席案を４月２日以降、会議の議席として定めさせて

いただきます。 

   最後に、その他の報告事項として、教育委員会の日程について事務局から説明をお願いし

ます。 
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○教育総務課長 ２７ページを御覧いただければと思います。令和７年度の教育委員会の日程が

記載してございます。基本的には、第２・第４金曜日の１４時から開始時間となってござい

ます。場所についても、特別会議室を予定しているところでございます。 

   ただ、ここにございますように、次回の４月１１日につきましては、その後に退職校長感

謝状贈呈式がございますので、開会時間については１５時からとなってございます。 

   また、その手前で４月７日には小学校の入学式、８日には中学校の入学式がございますの

で、教育委員の先生方につきましては、そちらの御出席もよろしくお願いいたします。 

   以上でございます。 

○教育長 以上をもちまして、教育委員会令和７年第６回定例会を閉会とさせていただきます。

ありがとうございました。 

―了― 

 


